
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

県・政令市への北陸地方整備局事業評価監視委員会に諮る 

対応方針（原案）に係わる意見聴取について 

 

 

 

資料－２ 

令和７年度 第３回 

北陸地方整備局 

事業評価監視委員会 



監 第 2 2 9 8 号 

令和７年 10 月 20 日 

 

 

北陸地方整備局長 様 

 

 

新潟県知事 花角 英世  

（公印省略）    

 

 

 

第３回北陸地方整備局事業評価監視委員会等に諮る対応方針（原案）の 

作成に係る意見照会について（回答） 

 

 

 

 令和７年９月 24 日付け国北整企画第 56 号、国北整港計第 17 号で照会の標記につ

いて、別紙のとおり回答します。 

 

  



（別紙） 

【道路事業】 

事業名 意 見 

 

一般国道 7 号 

朝日温海道路 

 

県民の安全・安心を確保し、活力のある新潟県を創る

ため、事業の継続を望みます。 

一般国道７号朝日温海道路は、地域経済の発展や産業

振興に寄与することに加え、大規模災害時には広域救援

活動を支える道路整備として、当県にとって重要な事業

と認識しております。 

今後もコスト縮減に努め、着実な整備を進めるととも

に、引き続き早期に事業の効果を発現できるよう部分供

用をお願いします。 

併せて、当県は、厳しい財政状況のもと、公債費負担

適正化計画に定めたルールに基づき、毎年度における投

資的経費を公債費の実負担で管理していることから、事

業の実施に当たっては、地方負担の軽減や直轄事業負担

金の平準化などをお願いします。 

 

 

一般国道 17 号 

六日町バイパス 

 

県民の安全・安心を確保し、活力のある新潟県を創る

ため、事業の継続を望みます。 

一般国道１７号六日町バイパスは、市街地部の混雑緩

和と死傷事故の削減、道路ネットワーク整備による地域

活性化、救急医療体制の支援となるなど、当県にとって

重要な事業と認識しております。 

今後もコスト縮減に努めつつ、着実な整備をお願いし

ます。 

併せて、当県は、厳しい財政状況のもと、公債費負担

適正化計画に定めたルールに基づき、毎年度における投

資的経費を公債費の実負担で管理していることから、事

業の実施に当たっては、地方負担の軽減や直轄事業負担

金の平準化などをお願いします。 

 

 
 



道    第   132  号 

令和７年 10 月 21 日 

 

国土交通省 

北陸地方整備局長 殿 

 

富山県知事 新 田 八 朗 

 

 

令和７年度第３回北陸地方整備局事業評価監視委員会等に諮る 

対応方針（原案）の作成に係る意見照会について（回答） 

 

 

令和７年９月 24 日付け国北整企画第 56 号、国北整港計第 17 号で照会のあった

このことについては、下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 対象事業名 

 一般国道８号 豊田新屋立体 

 一般国道８号 中島本郷立体 

 

２ 富山県の意見 

事業継続に同意する。なお、今後ともコスト縮減に努め、早期に効果が発現

されるよう整備促進に格段の配慮をお願いしたい。 

 

 

 

 

 

 

事務担当：土木部 道路課 計画係 

TEL076-444-3319 



砂 第 １７０ 号 
令和７年１０月２２日 

 
 

 北陸地方整備局長  様 

 
石 川 県 知 事  

（公 印 省 略）  

 
 
 
 

令和７年度第３回北陸地方整備局事業評価監視委員会等に諮る対応方針(原案)の 
作成に係る意見照会について（回答） 

 
 

 
平素から本県の砂防行政に多大なる御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
令和７年９月２４日付け国北整企画第５６号で依頼のありました標記の件につ 

 いて、別紙のとおり回答いたします。 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

（事務担当）  

石川県土木部砂防課 

砂防・地すべり整備Ｇ 中川 

TEL：076-225-1751 

FAX：076-225-1752 



【砂防事業】 

事 業 名 県 意 見 

 

手取川水系 

直轄砂防事業 

 

崩壊地が多い手取川の上流域は、土砂流出が激しく、

これまで幾度となく洪水の氾濫や土石流による災害が発

生している。 

 

 手取川の上流域には、治水・利水上重要な手取川ダム

や土石流により被災するおそれがある要配慮者利用施設

や集落、また、手取川の下流域には、白山市などの市街

地や観光拠点、国道８号や IR いしかわ鉄道などの重要交

通網がある。 

 

 これらを土砂災害から守ることが必要であり、引き続

き直轄事業として事業を継続するとともに、コスト縮減

に努めつつ着実に整備を進めていただきたい。 

 

 



道 整 第 1 3 9 号  

令 和 ７ 年 10 月 22 日  

 

 国土交通省 

  東北地方整備局長 殿 

 

山形県知事 吉村 美栄子 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

東北地方整備局所管の再評価対象事業の対応方針（原案）作成に 

係る意見照会について（回答） 

 

 令和７年９月 26 日付け国東整企画第 72 号で依頼のありましたこのことにつ

いて、別紙のとおり回答します。 

  



（別紙） 

【 道路事業 】 

事業名 意  見 

一般国道７号 

朝日温海道路 

１ 「対応方針（原案）」案のとおり、「継続」で異議ありません。 

２ 朝日温海道路は、日本海沿岸東北自動車道の一部を構成し、災害時の緊急

輸送路の確保、高速ネットワーク形成による第三次救急医療施設へのアクセ

ス性の向上、日本海側における交流・連携強化を図ることを目的とした極め

て重要な路線です。 

  このため、本県では、「第４次山形県総合発展計画」や「山形県道路中期計

画 2028（改訂版）」において、“広域道路ネットワークとしての高規格道路整

備”の重要性を盛り込み、高規格道路の整備及び機能強化を促進することと

しております。 

引き続き、コスト縮減にも十分に配慮するとともに、通常予算に加え第１

次国土強靱化実施中期計画などに基づく別枠の予算を確保し、今回の大幅な

増額により生じる県負担の軽減に資すべく、本事業に対し上記予算の優先的

な充当をお願いします。 

 


